
（
１
）
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー
に
公
文
書
（
写
し
の
交
付
）
の
開
示
請
求
が
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
協
議
室
で
開
示
す
る
場
合

１
　
公
文
書
の
開
示
に
関
す
る
事
務
の
流
れ

※
２ 確 認 等 に 必 要 が あ

る 場 合 は 、 本 庁 所

管 課 職 員 が 窓 口 に

て 対 応 （ 出 先 機 関

の 公 文 書 に つ い て

も 同 様 ）

※
８

※
９

※
１

行 政 情 報 セ ン タ ー 第 三 者 備 考

※
７

請 求 者

対 象 公 文 書 に 第 三

者 情 報 が 記 載 さ れ

て い る 場 合 で 必 要

が あ る と き

写 し の 作 成 は 本 庁

所 管 課 、 費 用 の 徴

収 は セ ン タ ー が 行

う
不 開 示 決 定 の 場 合

は 適 宜 、 口 頭 で 通

知
※
６

本 庁 所 管 課

公 文 書 開 示 請 求 か

情 報 提 供 か を 判 断

す る
第 三 者 が 開 示 に 反

対 の 意 見 書 を 提 出

し て い る 場 合 、 決

定 の 日 と 開 示 実 施

の 日 と の 間 に 少 な

く と も ２ 週 間 を 置

く
開 示 請 求 書 受 付 後

１ ５ 日 以 内 に 開 示

可 否 等 の 決 定

出 先 機 関 の 公 文 書

に あ っ て は 本 庁 所

管 課 を 経 由 し て 送

付
※
３

※
４

　
※
５ 本 庁 所 管 課 は 開 示

可 否 等 を 必 要 に 応

じ て セ ン タ ー と 協

議

照 会

不
開
示
等
決
定

通
知
書
の
受
領

相
談
案
内

※
１

来
庁

対
象
公
文
書
の

検
索
・確

認

照 会

回 答 ・ 立 会

開
示
請
求
書

の
受
付

（開
示
請
求
書

（写
）の

保
管
）

開
示
請
求
書

（写
）
の
受
領

送 付 ※
３

意
見
書

開
示
請
求
書
（原

本
）の

受
理
、

対
象
公
文
書
の
検
索
・
確
認

回 答

※
４

協
議

（必
要
に
応
じ

て
）
※
５

開
示
日
時
の
調
整 開
示
、
部
分
開
示
又
は

不
開
示
等
の
決
定

※
７

（
開
示
決
定
の
場
合
）

第
三
者
情
報
に
係
る
開
示
決
定
の
通
知

決
定
通
知
書
（写

）
の
収
受

開
示
、
部
分
開
示
又
は
不
開
示
等

決
定
通
知
書
の
作
成

公
文
書
（
写
し
）
の
作
成

開
示
又
は
部
分

開
示
決
定
通
知

書
の
受
領

送 付

（来
庁
）

開
示
又
は
部
分
開
示
決
定
通

知
書
及
び
複
写
料
金
の
提
示

開
示
の
実
施
（条

例
第

17
条
）

（実
施
場
所
は
セ
ン
タ
ー
協
議
室
）

（１
）費

用
（複

写
料
金
）の

徴
収
（条

例
第
1
9
条
）、
領
収
書
の
交
付

（
２
）
公
文
書
の
写
し
の
交
付
※
９

公
文
書
の
写
し

及
び
領
収
書
の

受
領

開
示
請
求
す
る
公

文
書
の
所
在
確

認
※
２

開
示
請
求
書
の

記
載

案 内

※
６

開
示
決
定
に
つ
い
て
の
通
知
書
の

受
領

※
８

（条
例
第

16
条
第

1～
2項

）

（条
例
第

12
条
）

（
条
例
第

1
1条

）

（
条
例
第

1
6
条
第

3項
）
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（
2
）
出
先
窓
口
に
公
文
書
（
写
し
の
交
付
）
の
開
示
請
求
が
あ
り
、
当
該
出
先
機
関
で
開
示
す
る
場
合

請 求 者

出 先 機 関

出 先 窓 口

（ 庶 務 担 当 課 ）

主 務 課

本
庁
所
管
課

行
政
情
報

セ
ン
タ
ー

第
三
者

備
考

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

※
６

※
７

公 文 書 開 示 請 求 か

情 報 提 供 か を 判 断

す る 。

確 認 等 に 必 要 が あ

る 場 合 は 、 担 当 課

等 職 員 が 窓 口 に て

対 応
対 象 公 文 書 に 第 三

者 情 報 が 記 載 さ れ

て い る 場 合 で 必 要

が あ る と き

必 要 に 応 じ て 、 本

庁 所 管 課 を 経 由 し

て セ ン タ ー へ 協 議

第 三 者 が 開 示 に 反

対 の 意 見 書 を 提 出

し て い る 場 合 、 決

定 の 日 と 開 示 実 施

の 日 と の 間 に 少 な

く と も ２ 週 間 を 置

く
開 示 委 請 求 書 の 受

付 後 １ ５ 日 以 内 に

開 示 可 否 等 の 決 定

不 開 示 決 定 の 場 合

は 適 宜 、 口 頭 で 通

知

開
示
請
求
書
（
写
）

の
受
領

不
開
示
等
決
定

通
知
書
の
受
領

開
示
又
は
部
分
開
示

決
定
通
知
書
及
び
納

入
通
知
書
の
受
領

写
し
の
受
領

来
所

（
来
所
）

開
示
又
は
部
分
開
示
決
定
通

知
書
及
び
納
入
通
知
書
（
領

収
書
）
の
提
示

相
談

案
内

※
１

対
象
公
文
書
の

検
索
・
確
認

照 会

回 答 ・ 立 会

開
示
請
求
書
の

受
付

（
開
示
請
求
書

（
写
）
の
保
管
）

写 し の

送 付

開
示
請
求
書
（
写
）

の
収
受

開
示
、
部
分
開
示
又
は
不
開

示
等
の
決
定
※
６

協
議

※
４

照 会

意
見
書

※
３

開
示
請
求
書
（
原
本
）
の
受
理
、

対
象
公
文
書
の
検
索
・
特
定

回 答

（
開
示
決
定
の
場
合
）

第
三
者
情
報
に
係
る
開
示
決
定
の
通
知

開
示
決
定
に
つ
い
て
の
通
知
書
の
受
領

※
７

送 付
決
定
通
知
書
（
写
）

の
収
受

開
示
、
部
分
開
示
、
又
は
不
開
示
等
決
定

通
知
書
、
納
入
通
知
書
の
作
成
（
条
例
第

1
1
条
）

公
文
書
（
写
し
）
の
作
成

送 付

決
定
通
知
書
（
写
）

の
収
受

開
示
の
実
施
（
条
例
第
1
7
条
）

（
実
施
場
所
は
各
出
先
機
関
）

開
示
日
時
の
調
整

送 付

開
示
請
求
書
の

記
載

開
示
請
求
す
る
公
文

書
の
所
在
確
認

※
２

案 内

※
５

経
由

経
由
（
必
要
に
応
じ
て
）

経
由

（条
例
第

1
6
条
第

1～
2
項
）

（条
例
第

16
条
第

3項
）

（条
例
第

1
2条

）

納
入
通
知
書
（
領
収
書
）
の
確
認
後
、

公
文
書
の
写
し
の
交
付
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（
３
）
審
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
事
務
の
流
れ

　
　
　
※
３

※
７

審 査 請 求 人

本 庁 所 管 課

（ 審 査 庁 ）

 情 報 公 開

 審 査 会

備 考

　
　
　
　
※
１

※
２

※
４

※
５

行 政 情 報 セ ン タ ー

審 査 請 求 人 の

他 、 参 加 人 に 対

し て も 意 見 聴 取

が で き る （ た だ

し 、 審 査 会 が 必

要 と す る と き ）

審 査 請 求 が 出 先

機 関 に 係 る も の

で あ る 場 合 は 、

当 該 写 し を 出 先

機 関 に も 送 付

　
　
　
　
※
６

審 査 請 求 書 が 出

先 機 関 へ 提 出 さ

れ た と き 、 当 該

出 先 機 関 は 本 庁

所 管 課 へ 転 送 す

る こ と

諮 問 書 に は 決 定

通 知 書 の 写 し ・

審 査 請 求 書 の 写

し ・ 弁 明 書 ・ 反

論 書 等 必 要 な 資

料 を 添 付

答 申 を 尊 重 し て

裁 決 を 行 う

第 三 者 情 報 が 含

ま れ て い る 場 合

で 当 初 の 決 定 を

変 更 し た と き

裁 決 の 内 容 が 認

容 又 は 一 部 認 容

の 場 合 の み 通 知

書 を 作 成

却
下
の
裁
決
書

の
受
領

審
査
請
求
書

（写
）の

収
受

収
受

審
査
請
求 受
理

※
１

補
正

要
件
の
審
査

不
適
法

適
法

弁
明
書
の
受
領
、

反
論
書
の
提
出

却
下
の
裁
決
書

（
写
）
の
収
受

却
下
の
裁
決

反 論 書

諮
問
通
知
書

の
受
領

（
行
服
法
第

2
9
～

3
0
条
）

諮
問
書
の
受
理

諮
問
書
の
作
成
、

資
料
等
の
提
出

※
２ （条

例
第

2
1
条
）

意
見
書
等
の
提
出
、

意
見
の
陳
述

（
※
意
見
陳
述
は
審
査

会
が
必
要
と
す
る
と 審
査

意
見
書
等
の
提
出
、

意
見
の
陳
述

（
※
意
見
陳
述
は
審
査

会
が
必
要
と
す
る
と
き
）

条
例
第

25
～

26
条

答
申
書

の
収
受

答
申
書

の
受
領

答
申
書
の
作
成

経
由

（条
例
第

29
条
）

（
条
例
第

29
条
）

審
査
請
求

に
対
す
る

裁
決
※
４

・裁
決
書
の
受
領

・開
示
（又

は
部
分
開
示
）決

定
通
知
書
の
受
領

・
審
理
手
続
の
終
結

・
裁
決
書
の
作
成

・
開
示
（又

は
部
分
開
示
）
決
定

通
知
書
の
作
成

※
６

第
三
者
へ
の
結

果
の
通
知

※
５

・裁
決
書

(写
)の
収
受

・開
示
（又

は
部
分
開
示
）決

定
通
知
書

（写
）の

収
受

・第
三
者
へ
の
結
果
の
通
知
（写

）の
収
受

※
３

処
分
庁

※
処
分
変
更
な
け
れ

ば
「
弁
明
書
」
作
成

再
検
討

弁 明 書

（条
例
第

25
～

26
条
）

※
７

（条
例
第

2
1
条

1
項
）
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２ 諸様式の記載例

規則第１号様式（第２条関係）の記入例 【個人が請求する場合】

公 文 書 開 示 請 求 書
令和○年○○月○○日

沖縄県知事 殿

住所又は居所 〒○○○－○○○○
那覇市泉崎○○○

（フ リ ガ ナ）（○○○○ ○○○○）

氏名又は名称 ○○ ○○

（代表者氏名） （電話番号 － － ）

（担当者氏名） （電話番号 － － ）

（法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所等の所在地、代表者の氏

名及び電話番号を記入し、代表者名で担当者が請求する場合は、当該担当者

の氏名及び電話番号も記入）

連絡先（個人が請求する場合に限る。）（電話番号○○○－○○○－○○○○）
（□ 自宅 □ 勤務先 ☑ 携帯等）

沖縄県情報公開条例第６条第１項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。

１ 開示請求に係 ○○課の令和○年度の食糧費の支出に関する文書

る公文書の名称

開示請求に係る

公文書を特定す

るに足りる事項

２ 開示の方法 □ 閲覧（聴取及び視聴を含む。）次のうちいずれかを選択

□ 閲覧のみを希望

□ 閲覧後、必要な部分の写しの交付を希望（「写しの交付」欄

も要記入）

☑ 写しの交付

「写しの区分」次のうちいずれかを選択

☑ 用紙（☑ カラー部分を含むページは、カラーコピーを希望）

□ ＣＤ－Ｒ □ ＤＶＤ－Ｒ □ その他（ ）

「交付方法」次のうちいずれかを選択

☑ 直接交付 □ 郵送

注１ □については、該当するものにレ印を記入してください。

２ １の欄には、知りたいと思う事項や年度又は期間など公文書を特定できる程度に具体
的に記入してください。

＜職員記入欄＞下記の欄は、記入しないでください。

担当課（室・所） ○○部○○課

（電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 内線 ）

備 考
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規則第１号様式（第２条関係）の記入例 【法人等が請求する場合】

公 文 書 開 示 請 求 書
令和○年○○月○○日

沖縄県知事 殿

住所又は居所 〒○○○－○○○○
那覇市泉崎○○○

（フ リ ガ ナ）

氏名又は名称

（代表者氏名） 代表者 ○○ ○○（電話番号○○○－○○○－○○○○）

（担当者氏名） ○○ ○○ （電話番号○○○－○○○－○○○○）
（法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所等の所在地、代表者の氏名

及び電話番号を記入し、代表者名で担当者が請求する場合は、当該担当者の氏

名及び電話番号も記入）

連絡先（個人が請求する場合に限る。） （電話番号 － － ）

（□ 自宅 □ 勤務先 □ 携帯等）

沖縄県情報公開条例第６条第１項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。

１ 開示請求に係 ○○課の令和○年度の食糧費の支出に関する文書

る公文書の名称

開示請求に係る

公文書を特定す

るに足りる事項

２ 開示の方法 ☑ 閲覧（聴取及び視聴を含む。）次のうちいずれかを選択

□ 閲覧のみを希望

☑ 閲覧後、必要な部分の写しの交付を希望（「写しの交付」欄

も要記入）

☑ 写しの交付

「写しの区分」次のうちいずれかを選択

☑ 用紙（☑ カラー部分を含むページは、カラーコピーを希望）

□ ＣＤ－Ｒ □ ＤＶＤ－Ｒ □ その他（ ）

「交付方法」次のうちいずれかを選択

☑ 直接交付 □ 郵送

注１ □については、該当するものにレ印を記入してください。

２ １の欄には、知りたいと思う事項や年度又は期間など公文書を特定できる程度に具体

的に記入してください。
＜職員記入欄＞下記の欄は、記入しないでください。

担当課（室・所） ○○部○○課

（電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 内線 ）

備 考
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規則第２号様式（第２条関係）の記入例

補 正 通 知 書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

あなたが、令和○年○○月○○日付けで提出された公文書開示請求書は、次のとおり不備が
ありますので、沖縄県情報公開条例第６条第２項の規定より補正を求めます。

１ 開示請求に ○○課の夕食会に関する文書
係る公文書の
名称

２ 補正を求め ○○○○○○○○のため、文書の特定ができません。より具体
る事項 的に記入して下さい。

３ 添付書類 公文書開示請求書

４ 補正書の提 提出期限 令和○年○○月○○日
出期限及び提
出先 提 出 先 ○○部○○課

５ 補正の参考 ○○○○○○は、令和○年度支出調書です。
となる情報

注１ この補正に要した日数は、条例第12条第１項に規定する開示決定等の期間に算入されま
せん。
２ 書面で補正を行うときは、別紙（第３号様式）で行ってください。
３ 期間内に補正ができない場合は、下記の担当課（室・所）まで申し出てください。

担当課（室・所） ○○部○○課
（電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 内線 ）

備 考
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規則第３号様式（第２条関係）の記入例

補 正 書

令和○年○○月○○日

沖縄県知事 殿

住所又は居所 〒○○○－○○○○
那覇市泉崎○○○

（フ リ ガ ナ）（○○○○ ○○○○）

氏名又は名称 ○○ ○○

（代表者氏名） （電話番号 － － ）

（担当者氏名） （電話番号 － － ）

（法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所等の所在地、代表者の氏

名及び電話番号を記入し、代表者名で担当者が請求する場合は、当該担当者

の氏名及び電話番号も記入）

連絡先（個人が請求する場合に限る。）（電話番号○○○－○○○－○○○○）

（☑ 自宅 □ 勤務先 □ 携帯等）該当する□にレ印を記入してください。

令和○年○○月○○日付け○○第○○号で補正の要求のあった開示請求書の補正については、
次のとおりです。

次のとおり開示請求に係る公文書の名称を補正します。

（補正前）
○○課の夕食会に関する文書

（補正後）
○○課の平成○年○月○日の○○夕食懇談会に係る食料費に関す

る支出調書

補正の内容

注 必要に応じて、他の用紙を使用してください。
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規則第４号様式（第３条関係）の記入例

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示について、沖縄県情報公開条例第11

条第１項の規定により、次のとおり公文書の全部を開示することを決定したので、通知します。

開示請求者が ○○課の令和○年度の食糧費の支出に関する文書

請求した内容

１ 公文書

知事が特定し 令和○年度○○課の食糧費に関する支出調書：１０件

た公文書の件

名

２ 開示を実施する日時 午前

令和○年○○月○○日（○） 午後○○時○○分

３ 開示を実施する場所 沖縄県行政情報センター

〔電話番号（０９８）８６６－２１３９ 内線 〕

４ 事務担当課（室・所） ○○部○○課

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

５ 備 考

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、沖縄県を被告と

して（訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

注１ 公文書の開示を受ける際は、この通知書を係員に提示してください。

２ 指定された日時では都合が悪い場合は、あらかじめ事務担当課まで連絡ください。
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規則第５号様式（第３条関係）の記入例

公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示について、沖縄県情報公開条例第11
条第１項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示することを決定したので、通知します。

開示請求者 （株）○○産業に係る産業廃棄物処理施設の届出書類
１ 公文書 が請求した
の表示 内容

知事が特定 令和○年度産業廃棄物処理施設設置届出書
した公文書 （○○産業に係るもの）１件
の件名

２ 開示を実施する日時 令和○年○○月○○日（○）午前・午後○○時○○分

３ 開示を実施する場所 沖縄県行政情報センター
〔電話番号（０９８）８６６－２１３９ 内線 〕

４ 開示をしない部分 （株）○○産業代表取締役の履歴書

５ 開示しないこととす 沖縄県情報公開条例第７条第２号に該当
る根拠規定及び当該規 履歴書には、個人の学歴、職歴、資格、家庭状況が記載
定を適用する理由 されており、これらは個人に関する情報である。

６ 沖縄県情報公開条例 年 月 日。ただし、公文書の開示を希望する場
第14条第２項に該当す 合は、同日以後改めて開示請求が必要となります。
る場合の公文書の開示
をすることができる時
期
７ 事務担当課（室・所） ○○部○○課

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕
８ 備 考

（教示）
１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、沖縄県を被告と

して（訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

注１ 公文書の開示を受ける際は、この通知書を係員に提示してください。

２ 指定された日時では都合が悪い場合は、あらかじめ事務担当課まで連絡ください。
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規則第６号様式（第３条関係）の記入例

公 文 書 不 開 示 決 定 通 知 書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示については、沖縄県情報公開条例第
11条第２項の規定により、次のとおり公文書を開示しないことを決定したので、通知します。

１ 公文書 開示請求者 令和○年度に届出があった○○課職員の扶養家族につい
の表示 が請求した ての書類

内容

知事が特定 令和○年度 扶養親族届５件
した公文書
の件名

２ 開示しないこととす 沖縄県情報公開条例第７条第２号に該当
る根拠規定及び当該規
定を適用する理由 扶養親族届には、個人の住所、氏名、生年月日、家族の

状況が記載されており、これらは個人に関する情報であり、
開示することにより特定の個人が識別され、又は識別され
得る。

３ 沖縄県情報公開条例 年 月 日。ただし、公文書の開示を希望する場合
第14条第２項に規定す は、同日以後に改めて開示請求する必要があります。
る不開示理由がなくな
る時期
４ 事務担当課（室・所） ○○部○○課

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

５ 備 考

（教示）
１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、沖縄県を被告と

して（訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の異審査請求をした場

合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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規則第７号様式（第３条関係）の記入例

公文書の存否を明らかにしない不開示決定通知書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示については、沖縄県情報公開条例第
11条第２項の規定により、次のとおり公文書の存否を明らかにしないで開示しないことを決定
したので通知します。

１ 公文書の表示 ○○○○氏が県立○○病院○○科へ入院していたときのカ
開示請求者が ルテ
請求した内容

２ 公文書の存否を 沖縄県情報公開条例第10条に該当

明らかにしない根拠

規定及び当該規定を 上記開示請求内容に対しては、公文書の存否を答えること
適用する理由 自体が個人のプライバシーの侵害となり、条例第７条第２号

により不開示とすべき情報を開示することになるので存否を
答えることができない。仮に当該公文書があるとしても、条
例第７条第２号に該当し、不開示となる公文書である。

３ 事務担当課（室 ○○部○○課
・所) 〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

４ 備 考

（教示）
１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、沖縄県を被告と

して（訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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規則第８号様式（第３条関係）の記入例

公文書不存在による不開示決定通知書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示については、公文書を保有していな
いため、沖縄県情報公開条例第11条第２項の規定により、次のとおり公文書を開示しないこと

を決定をしたので、通知します。

１ 公文書の表示

開示請求者が 平成25年度の○○課の食糧費の支出に関する文書
請求した内容

２ 開示請求に係る 該当する公文書（平成25年度○○課食糧費支出調書）は、
公文書を保有してい 保存期間（５年保存）を経過し平成31年４月に廃棄したため、
ない理由 存在しない。

３ 事務担当課（室 ○○部○○課
・所） 〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

４ 備 考

（教示）
１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、沖縄県を被告と

して（訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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規則第９号様式（第４条関係）の記入例

公文書開示決定等期間延長通知書

○○第○○○○号
令和○年11月10日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日けで請求のあった公文書の開示については、沖縄県情報公開条例第12

条第２項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したので通知します。

１ 公文書の表示 令和○年度○○施設計画

開示請求者が

請求した内容

２ 沖縄県情報公開条例 令和○年１１月 １日（○）から

第12条第１項の規定に （15日間）

よる決定期間 令和○年１１月１５日（○）まで

３ 延長後の決定期間 令和○年１１月１６日（○）から

（30日間）

令和○年１２月１５日（○）まで

４ 延 長 の 理 由 請求のあった公文書に県以外のものに関する情報が記録

されており、そのものの意見を聴取する必要があるため。

５ 事務担当課（室・所) ○○部○○課

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

６ 備 考
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規則第10号様式（第４条関係）の記入例

公文書開示決定等期間特例延長通知書

○○第○○○○号
令和○年11月10日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示については、沖縄県情報公開条例第

13条の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したので通知します。

１ 公文書の表示 平成26年度～30年度の私立幼稚園○○補助金に関する書

開示請求者が 類（申請書、決定通知書、実績報告書など）

請求した内容

２ 沖縄県情報公開条例 令和○年１１月 １日（○）から

第12条第１項の規定に （15日間）

よる決定期間 令和○年１１月１５日（○）まで

３ 開示請求に係る公文 令和○年１１月 １日（○）から

書のうちの相当の部分 （45日間）

について開示決定等を 令和○年１２月１５日（○）まで

する期間 （45日以内）

４ 上記３の期間に開示 平成29年度・30年度の私立幼稚園○○補助金に関する書

決定等をする部分 類 （申請書、決定通知書、実績報告書など）

５ 残りの公文書につい 令和○年 １月１４日（○）

て開示決定等をする期

限

６ 沖縄県情報公開条例 開示請求に係る公文書が著しく大量であって、その全て

第13条を適用する理由 について開示請求があった日から起算して４５日以内に開

示の可否の決定を行うことができないため。

７ 事務担当課（室・所) ○○部○○課

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

８ 備 考
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規則第11号様式（第５条関係）の記入例

事 案 移 送 通 知 書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けで請求のあった公文書の開示については、沖縄県情報公開条例第

15条第１項の規定により、次のとおり事案を移送したので通知します。

１ 公文書の表示 令和○○年度水資源開発利用関係に関する書類

開示請求者が

請求した内容

２ 移送をした実施機関 沖縄県知事

（知事)の事務担当課（室・所） （○○部○○課）

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

３ 移送を受けた実施機関 公営企業管理者

（開示決定等をする実施機関）

４ 上記３の事務担当課（室・ 企業局○○課

所） 〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

５ 移送をした日 令和○年○月○日（○）

６ 移送をした理由 上記請求内容については、沖縄県企業局において

事務を所管しているため。

７ 備 考
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規則第12号様式（第６条関係）の記入例

公文書の開示に係る意見照会書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○○会社

代表 ○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

沖 縄 県 情 報 公 開 条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 開 示 請 求 の あ っ た
公文書に、あなた（貴団体）に関する情報が記録されていますので、同条例第16条

第１項
の規定により通知します。本件開示請求に係る公文書の開示決定等についての意見書

第２項

を提出する場合には、別紙「公文書の開示に係る意見書」を提出してください。
なお、期限までに提出がない場合は、「開示されても支障がない。」と回答されたものとし

て取り扱います。

１ 開示請求年月日 令和○年○月○日（○）

２ 知事が特定した公文 平成○年度○○○に関する調査報告書
書の件名

３ 開示請求に係る公文 上記調査報告書に添付されている貴団体の○○研究報告
書に記録されているあ 書
なた（貴団体）に関す

る情報の内容

４ 意見書を提出する場 ○○部○○課
合の提出先 〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

５ 意見書を提出する場 令和○年○月○日（○）
合の提出期限

６ 条例第16条第２項第１ 条例第16条第２項第１号（法人等に関する情報）に該当
号又は第２号の規定の 貴団体の研究報告書は、不開示情報に該当するが、住民の生

適用の区分及び当該規 命、健康を保護するため、公にすることが必要かどうか等、県
定を適用する理由 が当該報告書を開示することの可否について判断するにあた

り、情報の主体である貴団体の意向を事前に確認し、参考にし
たいため。

７ 備 考

注 ６の欄は、条例第16条第１項の規定を適用して意見照会を行う場合は記入不要である。
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規則第13号様式（第６条関係）の記入例
公文書の開示に係る意見書

令和○年○○月○○日

沖縄県知事 殿

住所又は居所 〒○○○－○○○○
那覇市泉崎○○○

（フ リ ガ ナ）

氏名又は名称

（代表者氏名） 代表者 ○○ ○○（電話番号○○○－○○○－○○○○）

（担当者氏名） ○○ ○○ （電話番号○○○－○○○－○○○○）
（法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所等の所在地、代表者の氏名

及び電話番号を記入し、代表者名で担当者が請求する場合は、当該担当者の氏

名及び電話番号も記入）

連絡先（個人が請求する場合に限る。） （電話番号 － － ）

（□ 自宅 □ 勤務先 □ 携帯等）

令和○年○○月○○ 日付け○○第○○号で照会のあったことについて、次のとおり回答しま
す。

１ 公文書を開
示されること □ 開示されても支障がない。
についての支
障の有無 ☑ 開示されると支障がある。

２ 開示される
と支障がある (1) 開示されると支障がある部分
部分及び支障
がある理由 ○○研究報告書中、○ページから○ページまでの今後の予

測に関する部分

(2) 開示されると支障がある理由

当該予測に関する部分は、当会社の経営上のノウハウを含む
部分であり、公にされると当該ノウハウが明らかになってし
まう恐れがある。
また、予測に関する部分は、公にすると株式市場等に無用な
混乱を招く恐れがある。

３ 公文書の開 上記２の理由により○○研究報告書中、予測に関する部分は不
示に関する意 開示とすべきである。
見

注１ □については、該当するものにレ印を記入してください。
２ 「開示されると支障がある。」にレ印を記入した場合には、２の「開示されると支障が

ある部分及び支障がある理由」欄も記入してください。
３ 必要に応じて、他の用紙を使用してください。
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規則第14号様式（第６条、第10条関係）の記入例

公文書を開示決定した旨の通知書
○○第○○○○号
令和○年○月○日

○○会社

代表○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

開示に反対する意見書の提出
令和○年○○月○○ 日付けで 異議申し立て のあった公文書について、

開示に反対する意思の表示

全部 沖縄県情報公開条例第16条第３項
次のとおり を開示することとしたので、

一部 沖縄県情報公開条例第22条において準用

の規定により通知します。
する同条例第16条第３項

１ 知事が特定した公文書の 令和○年度○○○に関する調査報告書
件名

２ 開示決定をした公文書に 上記調査報告書に添付されている貴団体の○○研究
記録されているあなた（貴 報告書
団体）に関する情報の内容

３ 開示決定をした理由 沖縄県情報公開条例第７条第３号ただし書きに該当
貴団体の研究報告書は、経営上のノウハウを含む法人等に

関する情報であるが、○○○の理由により住民の生命、健
康を保護するため、公にすることが必要であると認められ
るため。

４ 開示を実施する日 令和○年○月○日（○）

５ 事務担当課（室・所） ○○部○○課
電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

６ 備 考
（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、沖縄県を被告と

して（訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

注 沖縄県情報公開条例第22条において準用する同条例第16条第３項の規定に基づき通知す

る場合は、審査請求に係る教示文を省略すること。
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規則第15号様式（第９条関係）の記入例

審査会諮問通知書

○○第○○○○号
令和○年○月○日

○ ○ ○ ○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

令和○年○○月○○日付けの開示決定等に対する審査請求について、沖縄県情報公開条例第

21条の規定により次のとおり沖縄県情報公開審査会に諮問したので、同条第３項の規定により

通知します。

１ 知事が特定した公文書 ○○補助金交付申請書

の件名

２ 審査請求の内容 不開示部分である法人の取引先の銀行、預金額及び

製造工程図の部分の開示を求める。

３ 諮問をした日 令和○年○月○日（○）

４ 事務担当課（室・所） ○○部○○課

〔電話番号（○○○）○○○－○○○○ 内線 〕

５ 備 考
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要綱第２号様式 (第３の２(8)関係)記入例

公文書開示請求取下書

令和○年○月○日

沖縄県知事 殿

下記の公文書開示請求を取下げます。

記

１ 公文書開示請求書を提出した日付：令和○年○月○日

２ 開示請求者の住所又は居所：那覇市泉崎○○○

３ 開示請求者の氏名又は名称：○○ ○○

４ 取下げをする開示請求の件名：

令和○○年度水資源開発利用関係に関する書類

（公文書開示請求書の「１ 開示請求に係る公文書の名称」欄に記載した内容を記入

すること。なお、取下げが開示請求の一部である場合は、開示請求した内容のうち、取

下げる内容を記入すること。）
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要綱第３号様式 (第３の４(2)及び(6)関係)記入例

開 示 請 求 事 案 移 送 書

○○第○○○○号

令和○年○月○日

沖縄県公営企業管理者企業局長 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ 印

○

沖縄県情報公開条例第 15 条第１項の規定により、次の開示請求について、事案を移送し
ます。

１ 開示請求があっ 令和○年○月○日（○）

た年月日

２ 開示請求者の住 住所又は居所 那覇市泉崎○○○

所又は居所並びに

氏名又は名称 氏名又は名称 ○○ ○○

３ 開示請求に係る 令和○○年度水資源開発利用関係に関する書類

公文書の名称

４ 移送する理由 上記請求内容については、沖縄県企業局において事務を

所管しているため。

５ 担当課（室・所） ○○部○○課

電話番号 （○○○）○○○－○○○○ 内線

６ 備 考

注 請求書その他の関係書類を添付すること。

－217－



要綱第４号様式 (第４の５(1)関係)の記入例

沖縄県諮問○第○○号

令和○年○月○日

沖縄県情報公開審査会

会長 ○○ ○○ 殿

沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印

公文書の開示決定等に対する審査請求について (諮問)

沖縄県情報公開条例第 21 条の規定により､ 下記の審査請求のあった公文書の開示決定等
について諮問します｡

記

１ 審査請求に係る開示決定等の対象となった公文書の件名

○○許可申請書

２ 審査請求に係る開示決定等の内容及びその具体的理由

請求者個人の住所、氏名、年齢、財産状況が明らかになるため

（沖縄県情報公開条例第７条第２号に該当）

３ 関係書類

（１） 審査請求書 (写し)

（２） 公文書開示請求書 (写し)

（３） 決定通知書 (写し)

（４） 弁明書（写し）

（５） 反論書（写し）（審査請求人から提出されている場合）

（６） 審査請求に係る経過説明書

（７） その他必要な書類 (審査請求の対象となった公文書の写し等)

本庁所管課：○○部○○課

電話番号 (○○○)○○○－○○○○ 内線○○○○
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